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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラスチック表面を酸化処理する工程、及び酸化処理によって生成した含酸素官能基を還
元処理する工程を有し、プラスチック表面に第１の官能基を導入することを特徴とするプ
ラスチックの表面処理方法であって、酸化処理が、プラズマ処理、コロナ放電処理、フレ
ーム処理、及び紫外線照射処理から選ばれる少なくとも１つの処理を含むものであり、還
元される含酸素官能基が、カルボニル基を含むものであり、還元処理する工程が、金属水
素化物を含む溶液へ浸漬する工程を有するものであるプラスチックの表面処理方法。
【請求項２】
カルボニル基がアルデヒド基及び／又はケトン基を含むものである請求項１記載のプラス
チックの表面処理方法。
【請求項３】
酸化処理が、酸素雰囲気下でのプラズマ処理を含むものである請求項１又は２記載のプラ
スチックの表面処理方法。
【請求項４】
金属水素化物が水素化ホウ素ナトリウム及び／又は水素化アルミニウムリチウムを含むも
のである請求項１～３いずれか記載のプラスチックの表面処理方法。
【請求項５】
還元処理する工程後、更にプラスチック表面に導入された第１の官能基を介して第２の官
能基を導入する工程を有する請求項１～４いずれか記載のプラスチックの表面処理方法。



(2) JP 4352849 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

【請求項６】
第２の官能基の導入が、アルキルシラン化合物とプラスチック表面との結合によってなる
請求項５記載のプラスチックの表面処理方法。
【請求項７】
アルキルシラン化合物が、アミノ基を有するアミノアルキルシランを含み、第２の官能基
がアミノ基である請求項６記載のプラスチックの表面処理方法。
【請求項８】
アミノアルキルシラン化合物が、３-アミノプロピルトリメトキシシランを含むものであ
る請求項７記載のプラスチックの表面処理方法。
【請求項９】
請求項５～８いずれか記載のプラスチックの表面処理方法によってプラスチック基板表面
に第２の官能基が導入されたプラスチック基板。
【請求項１０】
第２の官能基を導入した後、更に該第２の官能基を介して第３の官能基を導入する工程を
有する請求項５～８いずれか記載のプラスチックの表面処理方法。
【請求項１１】
アミノ基を導入した後、更に該アミノ基を介して第３の官能基を導入する工程を有する請
求項７又は８記載のプラスチックの表面処理方法。
【請求項１２】
第３の官能基を導入する工程が多官能性アルデヒドと反応させることにより、アミノ基を
介してアルデヒド基を導入する工程を有する請求項１１記載のプラスチックの表面処理方
法。
【請求項１３】
多官能性アルデヒドがグルタルアルデヒドである請求項１２記載のプラスチックの表面処
理方法。
【請求項１４】
請求項１０～１３いずれか記載のプラスチックの表面処理方法によってプラスチック基板
表面に第３の官能基を導入されたプラスチック基板。
【請求項１５】
請求項９記載のプラスチック基板の表面に、更に第２の官能基を介して生理活性物質が固
定化されているプラスチック製バイオチップ。
【請求項１６】
請求項１４記載のプラスチック基板の表面に、更に第３の官能基を介して生理活性物質が
固定化されているプラスチック製バイオチップ。
【請求項１７】
生理活性物質が，他の物質を特異的に捕捉する性質を有する請求項１５又は１６記載のプ
ラスチック製バイオチップ。
【請求項１８】
生理活性物質が、核酸、タンパク質、抗体、糖鎖、糖タンパク、及びペプチド核酸から選
ばれる少なくとも１つである請求項１７記載のプラスチック製バイオチップ。
【請求項１９】
生理活性物質が蛍光によるシグナルによって検出されるものである請求項１５～１８いず
れか記載のプラスチック製バイオチップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラスチックの表面処理、特に、バイオチップ用プラスチック基板の表面処
理に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、創薬研究や臨床検査のハイスループット化を達成するための手段として、生理活
性物質を固相基板に固定化したデバイスであるバイオチップが着目されている。固定化さ
れる生理活性物質としては、核酸、タンパク質、抗体、糖鎖、糖タンパクなどが代表的な
ものであり、特に、核酸を固定化したバイオチップである核酸マイクロアレイは、すでに
多種の製品が上市されている（非特許文献１）。また、特定のタンパク質を検出するため
に、タンパク質に対する抗体を固定化したバイオチップも広く注目されている。
　バイオチップ上のシグナル検出には、蛍光ラベル法を利用することが多い。たとえば核
酸マイクロアレイの場合、検体の核酸を予め蛍光ラベルしておき、マイクロアレイ上に固
定化された核酸とのハイブリダイゼーション量を蛍光スキャナーで読み取る。蛍光シグナ
ル検出において、基板に由来する蛍光（バックグラウンド）が高いと、Ｓ／Ｎ比の低下に
より検出精度が低下する。ゆえに、バイオチップ基板の材料には低蛍光性のものを使用す
ることが多い。また、基板表面には核酸を効率良く固定化するための化学的修飾が施され
ることが通常であり、アルデヒド基やアミノ基を導入したものが多用されている。これら
の官能基導入に由来する蛍光を低減することは、バイオチップを用いたアッセイの精度向
上の観点から重要となってくる。
【０００３】
　バイオチップ基板の素材は、ガラスやプラスチックが用いられている。ガラスやプラス
チックなどの表面修飾の手法として、シランカップリング剤による表面コーティングがあ
る。この方法では、比較的簡便な工程で表面に官能基を導入することが可能であることか
ら多用されている。例えばシランカップリング剤としてアミノアルキルシランを用いた場
合、浸漬処理工程と加熱処理工程のみで表面にアミノ基を導入することが可能である。さ
らに、上記の方法で導入されたアミノ基に多官能性のアルデヒドを作用させることにより
、基板表面にアルデヒド基を導入することができる。
　通常、プラスチックの表面は不活性であり、そのままではシランカップリング剤との反
応性が低く、十分に表面処理を行うことができない。そのため、プラスチック表面を酸化
処理により活性化することが多い。すなわち、酸化処理により、水酸基、カルボニル基な
どの極性の強い含酸素官能基を導入することにより、表面を活性化したのちに、シランカ
ップリング剤を接触させる。しかしながら、このような方法で表面処理を施したプラスチ
ック表面は、比較的強い蛍光を発することから、バイオチップとしての検出精度を低下さ
せる原因となっていた。
【非特許文献１】「細胞工学別冊　ＤＮＡマイクロアレイと最新ＰＣＲ法」秀潤社、2000
年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、プラスチックの表面処理方法、および、蛍光発生量が低く抑えられたプラス
チック基板、特にバイオチップ用プラスチック基板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、以下の通りである。
（１）プラスチック表面を酸化処理する工程、及び酸化処理によって生成した含酸素官能
基を還元処理する工程を有し、プラスチック表面に第１の官能基を導入することを特徴と
するプラスチックの表面処理方法であって、酸化処理が、プラズマ処理、コロナ放電処理
、フレーム処理、及び紫外線照射処理から選ばれる少なくとも１つの処理を含むものであ
り、還元される含酸素官能基が、カルボニル基を含むものであり、還元処理する工程が、
金属水素化物を含む溶液へ浸漬する工程を有するものであるプラスチックの表面処理方法
。
（２）カルボニル基がアルデヒド基及び／又はケトン基を含むものである（１）記載のプ
ラスチックの表面処理方法。
（３）酸化処理が、酸素雰囲気下でのプラズマ処理を含むものである（１）又は（２）記
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載のプラスチックの表面処理方法。
（４）金属水素化物が水素化ホウ素ナトリウム及び／又は水素化アルミニウムリチウムを
含むものである（１）～（３）いずれか記載のプラスチックの表面処理方法。
（５）還元処理する工程後、更にプラスチック表面に導入された第１の官能基を介して第
２の官能基を導入する工程を有する（１）～（４）いずれか記載のプラスチックの表面処
理方法。
（６）第２の官能基の導入が、アルキルシラン化合物とプラスチック表面との結合によっ
てなる（５）記載のプラスチックの表面処理方法。
（７）アルキルシラン化合物が、アミノ基を有するアミノアルキルシランを含み、第２の
官能基がアミノ基である（６）記載のプラスチックの表面処理方法。
（８）アミノアルキルシラン化合物が、３-アミノプロピルトリメトキシシランを含むも
のである（７）記載のプラスチックの表面処理方法。
（９）（５）～（８）いずれか記載のプラスチックの表面処理方法によってプラスチック
基板表面に第２の官能基が導入されたプラスチック基板。
（１０）第２の官能基を導入した後、更に該第２の官能基を介して第３の官能基を導入す
る工程を有する（５）～（８）いずれか記載のプラスチックの表面処理方法。
（１１）アミノ基を導入した後、更に該アミノ基を介して第３の官能基を導入する工程を
有する（７）又は（８）記載のプラスチックの表面処理方法。
（１２）第３の官能基を導入する工程が多官能性アルデヒドと反応させることにより、ア
ミノ基を介してアルデヒド基を導入する工程を有する（１１）記載のプラスチックの表面
処理方法。
（１３）多官能性アルデヒドがグルタルアルデヒドである（１２）記載のプラスチックの
表面処理方法。
（１４）（１０）～（１３）いずれか記載のプラスチックの表面処理方法によってプラス
チック基板表面に第３の官能基を導入されたプラスチック基板。
（１５）（９）記載のプラスチック基板の表面に、更に第２の官能基を介して生理活性物
質が固定化されているプラスチック製バイオチップ。
（１６）（１４）記載のプラスチック基板の表面に、更に第３の官能基を介して生理活性
物質が固定化されているプラスチック製バイオチップ。
（１７）生理活性物質が，他の物質を特異的に捕捉する性質を有する（１５）又は（１６
）記載のプラスチック製バイオチップ。
（１８）生理活性物質が、核酸、タンパク質、抗体、糖鎖、糖タンパク、及びペプチド核
酸から選ばれる少なくとも１つである（１７）記載のプラスチック製バイオチップ。
（１９）生理活性物質が蛍光によるシグナルによって検出されるものである（１５）～（
１８）いずれか記載のプラスチック製バイオチップ。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の方法にしたがうと、蛍光発生量の少ないプラスチック基板を作製することがで
きる。このようなプラスチック基板は、蛍光によってシグナルを検出するバイオチップの
基板として有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　バイオチップ用のプラスチック基板を作製する場合に求められる特性は、以下の２つで
ある。すなわち、（１）表面に生理活性物質（核酸、タンパク質、抗体、糖鎖など）を固
定化するための官能基が導入されていること、および、（２）基板自体がシグナル検出の
際のノイズ（バックグラウンド）にならないことである。バイオチップのシグナル検出に
は蛍光が用いられることが多いため、プラスチック基板表面の蛍光発生量が低いことが求
められる。
　一般的にプラスチックの表面は不活性であるため、そのままの状態でアルキルシランな
どの表面処理剤を結合することは難しい。そのため、前処理として酸化処理を施すことが
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普通である。本発明のプラスチックの表面処理は、酸化処理によって生成した含酸素官能
基を還元することにより、表面の官能基に占める水酸基の割合を増加させることを特徴と
する。酸化処理によって含酸素官能基を導入することにより、プラスチック表面の反応性
が向上し、表面処理剤との親和性が高くなる効果がある。酸化処理によってアルデヒド基
などの活性な官能基が導入されると、酸化処理の後に行う表面処理に支障をきたす場合が
ある。たとえば、表面処理剤としてアミノ基をもつアルキルシランを用いる場合を考える
。酸化処理によってアルデヒド基が導入されていると、アルキルシランのアミノ基との間
にシッフ塩基を形成してしまう。本発明者は、表面にシッフ塩基が存在すると、プラスチ
ック表面の蛍光発生量が増大することを見出している。そこで、蛍光発生量を低減するた
めには、酸化処理によって生成したカルボニルおよびその他の化学的に活性な官能基をあ
らかじめより不活性な官能基に変換しておくことが有効となる。
【０００８】
　本発明のプラスチックの表面処理方法は、３つの工程を主とする。すなわち、（１）酸
化処理による含酸素官能基の導入工程、（２）活性な官能基のより不活性な官能基への変
換工程、（３）表面処理剤による第２の官能基の導入工程である。以下にそれぞれの工程
について詳述する。
【０００９】
（酸化処理）
　本発明において酸化処理とは、プラスチック表面の少なくとも一部に含酸素官能基を導
入する処理をいう。酸化処理として好適に用いられる手段は、プラズマ処理、コロナ放電
処理、フレーム処理、紫外線照射処理などであり、好ましくはプラズマ処理およびコロナ
放電処理であり、より好ましくはプラズマ処理であり、最も好ましくは酸素雰囲気下での
プラズマ処理である。含酸素官能基とは、カルボニル基（アルデヒド基、ケトン基などを
含む）、カルボキシル基、水酸基、エーテル基、エステル基、パーオキサイド基、エポキ
シ基などに代表される、極性をもった官能基群であるがこれらに限定されない。酸化処理
によって含酸素官能基を導入することにより、プラスチック表面の反応性が向上し、表面
処理剤との親和性が高くなる効果がある。
【００１０】
（還元処理）
　活性な官能基のより不活性な官能基への変換工程は、還元反応を主な機構とすることが
好ましい。該工程はプラスチック表面に還元剤を作用させる操作であることが好ましく、
具体的には、たとえば還元剤溶液へのプラスチック基板の浸漬操作である。還元剤として
は金属水素化物が好ましく、水素化ホウ素ナトリウム、シアノトリヒドロホウ酸ナトリウ
ム、水素化アルミニウムリチウムなどを用いることができるが、取り扱いの安全性の観点
から水素化ホウ素ナトリウムが好ましい。還元剤溶液は水、緩衝液、その他の溶媒に還元
剤を溶解した溶液であり、最も好ましい溶媒はエタノールを含むｐＨ６～８の緩衝液であ
る。緩衝液には好ましくは５～５０体積％、より好ましくは１０～３０体積％のエタノー
ルを添加することが好ましい。エタノールの添加により、還元剤を緩衝液に溶解する際の
気泡の発生を抑えることができ、より均一な還元処理が可能となる。還元剤溶液中の還元
剤濃度は、好ましくは０．００１～１０重量％、より好ましくは０．０１～１重量％、さ
らに好ましくは０．１～０．５重量％であり、最も好ましくは０．２５重量％である。上
記の還元剤処理により、たとえばアルデヒド基はより不活性な官能基であるアルコール基
（水酸基）に変換される。
【００１１】
（表面処理剤の反応）
　酸化処理および還元処理を経たプラスチック基板の表面には、水酸基を主とする第１の
官能基が導入されている。これに表面処理剤を反応させることにより、種々の第２の官能
基を導入することが可能である。表面処理剤として好適に用いられるのはアルキルシラン
である。アルキルシランによって導入可能な官能基は多岐にわたるが、バイオチップ基板
として有用なものにはアミノ基、カルボキシル基、エポキシ基、水酸基、酸無水物、チオ
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ール基などが挙げられる。なかでもアミノ基（１級アミノ基等）を有するアミノアルキル
シランは特に有用である。１級アミノ基を有するアミノアルキルシランとしては、３－ア
ミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－２－（
アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－
３－アミノプロピルトリエトキシシランなど、一般的なものを用いることができるが、３
－アミノプロピルトリメトキシシランが最も好ましい。１級アミノ基を含まないアミノア
ルキルシランとしては、たとえば Ｎ、Ｎ'－ビス[３－（トリメトキシシリル）プロピル]
エチレンジアミンなどを好適に用いることができる。
【００１２】
　プラスチック基板へのアルキルシランの反応は、基板をアルキルシラン溶液に浸漬する
方法が好適である。溶媒としては水、緩衝液、アルコールなどを好適に用いることができ
、水またはアルコールがより好ましい。アルキルシランの濃度は０．１～１０重量％が好
ましく、０．５～５重量％がより好ましく、１～３重量％がさらに好ましく、２重量％が
最も好ましい。アルキルシラン溶液への浸漬に引き続き、洗浄および乾燥を行うことが好
ましい。乾燥は２０℃～１００℃にて真空乾燥する方法が最も好ましい。その他、アルキ
ルシランの基板表面への反応には、アルキルシラン溶液の基板表面への吹き付け、アルキ
ルシラン蒸気への基板表面の暴露などの方法を適宜利用することができる。
　上述の還元処理がなされていない場合、プラスチック表面にはアルデヒド基などの活性
なカルボニル基が存在する。ここにアミノアルキルシランを反応させると、アルデヒド基
とアミノ基との間にシッフ塩基が形成される。シッフ塩基は蛍光を発しやすいため、基板
の蛍光発生量（バックグラウンド）が上昇してしまう。一方、本発明に基づいて還元処理
を施しておくと、プラスチック表面には活性なカルボニル基が実質的に存在しないため、
シッフ塩基は形成されず、蛍光発生量も増大しない。
【００１３】
（第２の表面処理剤の反応）
　上述の手段によりアミノ基等を導入したプラスチック表面に、アミノ基等との反応性を
有する物質を反応させることにより、第３の官能基を導入することができる。第３の官能
基としては、アルデヒド基、カルボキシル基、エポキシ基、水酸基、酸無水物、チオール
基などが挙げられるが、これらに限定されない。なかでも特に有用な官能基として、アル
デヒド基を挙げることができる。アルデヒド基を導入するには、たとえば分子内に２個以
上のアルデヒド基をもつ化合物（多官能性アルデヒド）を作用させることで達成される。
すなわち、プラスチック表面に導入されているアミノ基と、多官能性アルデヒド分子内の
少なくとも１つのアルデヒド基を反応させることで、表面にアルデヒド基を導入すること
ができる。多官能性アルデヒドとしては、たとえばグルタルアルデヒドを好適に用いるこ
とができる。グルタルアルデヒドの基板表面への反応は、たとえばグルタルアルデヒド溶
液に基板を浸漬することで達成される。その際のグルタルアルデヒドの濃度は、好ましく
は０．１～２０重量％、より好ましくは０．１～５重量％、さらに好ましくは０．５～５
重量％、最も好ましくは０．５～２重量％である。溶媒としては水、緩衝液、その他の有
機溶媒を用いることができるが、緩衝液が特に好ましい。緩衝液のｐＨは、６～１４が好
ましく、６～１２がさらに好ましく、６～１１が最も好ましい。浸漬時のグルタルアルデ
ヒド溶液の温度、浸漬時間を変化させることにより、グルタルアルデヒドの導入量を変化
させることが可能である。
【００１４】
（基板の素材）
　バイオチップ用基板の素材としては、ガラス、プラスチック、金属その他が一般的に用
いられている。表面処理の容易性、量産性の観点から、プラスチックが特に好ましく、な
かでも熱可塑性樹脂が好ましい。熱可塑性樹脂としては、蛍光発生量の少ないものが好ま
しく、たとえばポリエチレン、ポリプロピレン等の直鎖状ポリオレフィン、環状ポリオレ
フィン、含フッ素樹脂等を用いることが好ましく、耐熱性、耐薬品性、低蛍光性、成形性
に特に優れる飽和環状ポリオレフィンを用いることがより好ましい。ここで飽和環状ポリ
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オレフィンとは、環状オレフィン構造を有する重合体単独または環状オレフィンとα－オ
レフィンとの共重合体を水素添加した飽和重合体をさす。
【００１５】
（バイオチップ）
　上述の手段で表面に第２又は第３の官能基を導入したプラスチック基板上に、第２又は
第３の官能基を介して生理活性物質を固定化することができる。生理活性物質としては、
核酸、タンパク質、抗体、糖鎖、糖タンパク、およびこれらの類似物を用いることができ
るが、これらに限定されない。生理活性物質の固定化は、プラスチック基板表面の第２又
は第３の官能基と、生理活性物質に含まれる官能基と間の化学結合によることが好ましい
が、静電的結合や物理的吸着、水素結合などによるものであってもよい。固定化される生
理活性物質は、本来の生理活性を実質的に保っていることが好ましい。ここで本来の生理
活性とは、たとえば核酸の場合はハイブリダイゼーション現象、抗体の場合は抗原認識能
といったものである。基板上に固定化された生理活性物質と、別途調製した生理活性物質
（検体）を反応させ、その反応を定量化することにより検体の情報を得ることができる。
定量化の手段として一般的に用いられている方法は、検体を蛍光標識しておき、その蛍光
量を読み取る方法である。本発明のプラスチック基板は蛍光発生量が低く抑えられている
ため、定量に蛍光標識を利用するバイオチップの基板として好適に用いることができる。
また、蛍光標識を用いないバイオチップの基板としても当然用いることができる。
【実施例】
【００１６】
実施例１
（酸化処理，還元処理）
　飽和環状ポリオレフィン樹脂を射出成形法で成形し，厚さ１ｍｍの平板状の基板を作製
した。酸素雰囲気下のプラズマ処理によって基板表面に酸化処理を施した。プラズマ処理
直後の基板を還元剤溶液に１５分間浸漬した。ここで還元剤溶液は，０．２５重量％の水
素化ホウ素ナトリウムを，リン酸緩衝溶液（ｐＨ７．４）／エタノール混合溶媒（体積比
４：１）に溶解した溶液であった。浸漬後，基板を純水で洗浄し，乾燥した。
（アミノ基の導入）
　３－アミノプロピルトリメトキシシランを２重量％の濃度で純水に溶解した。この溶液
に上述の基板を浸漬した。浸漬は２５℃で１時間行った。浸漬後，基板を純水で洗浄し，
乾燥した。これを４５℃に保った真空乾燥機を用いて真空乾燥した。
（基板の蛍光量の測定）
　アミノ基導入後の基板表面の蛍光発生量を，マイクロアレイ用スキャナー（ScanArrayL
ITE, Packard BioChip Technologies社製）を用いて測定した。測定条件は，レーザー出
力９０％，ＰＭＴ感度７０％，スキャン解像度３０μｍ，測定波長はＣｙ３およびＣｙ５
チャンネルであった。結果を表１に示す。
（ＤＮＡ固定化／ハイブリダイゼーション性能の評価）
　ＰＣＲ法で合成したＤＮＡ（β－アクチン部位，約６００ｂｐ）を２×ＳＳＣ（クエン
酸緩衝液）に溶解した。この溶液を，アミノ基を導入した基板の表面に点着し，８０℃の
オーブン内で１時間静置した。基板表面を洗浄した後，０．１重量％のＢＳＡ（ウシ血清
アルブミン）を含む緩衝液に１時間浸漬することで，残存するアミノ基をブロッキングし
た。ＰＣＲ法で合成した蛍光標識化ＤＮＡ（β－アクチン部位，約６００ｂｐ，Ｃｙ５標
識）を，０．５重量％のラウリル硫酸ナトリウムを含む５×ＳＳＣに溶解した。この溶液
を，ブロッキング後の基板表面に滴下し，カバーグラスを被せた後に５０℃のインキュベ
ーター内で１８時間反応させた。反応終了後，基板表面を洗浄し，乾燥した。基板表面に
固定したＤＮＡと蛍光標識化ＤＮＡとの結合量を，マイクロアレイ用スキャナーを用いて
定量化した。測定条件は，レーザー出力９０％，ＰＭＴ感度４５％，スキャン解像度３０
μｍ，測定波長はＣｙ５チャンネルであった。結果を表１に示す。
【００１７】
比較例１
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（酸化処理）
　実施例１と同様の方法で基板を成形し，表面を酸化処理した。酸化処理後に還元処理は
行わなかった。
（アミノ基の導入）
　実施例１と同様の方法で基板表面にアミノ基を導入した。
（基板の蛍光量の測定）
　実施例１と同様の方法で基板表面の蛍光発生量を測定した。結果を表１に示す。
（ＤＮＡ固定化／ハイブリダイゼーション性能の評価）
　実施例１と同様の方法でＤＮＡの固定化を行い，蛍光標識化ＤＮＡの結合量を測定した
。結果を表１に示す。
【００１８】
　実施例と比較例の結果を比べると，実施例では基板表面からの蛍光発生量が低くなって
いることがわかる。また，ＤＮＡの固定化・ハイブリダイゼーションの評価では実施例，
比較例で有意な差はなかった。さらに，信号対雑音比（Ｓ／Ｎ比）を求めたところ，比較
例の１５に比べ，実施例では４５と，大幅な向上が認められた。以上の結果より，本発明
の表面処理方法がバイオチップ基板作製のための処理方法として優れていることが示され
た。
【００１９】
【表１】

【産業上の利用可能性】
【００２０】
　本発明によると，蛍光発生量が低減されたプラスチック製バイオチップ基板を作製する
ことが可能となる。基板の蛍光発生量の低減化は，バイオチップ表面のシグナルを蛍光量
として読み取る際のノイズ（バックグラウンド）の低減につながり，結果としてバイオチ
ップの信号対雑音比が向上する。本発明のプラスチックの表面処理方法およびプラスチッ
ク基板は，たとえばＤＮＡマイクロアレイ（ＤＮＡチップ），プロテインアレイ，抗体ア
レイ，糖鎖アレイなどのバイオチップの作製の際に有効に利用できる。
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